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２９.２． １ 広報おうめ
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税
係

◆

固

定

資

産

税

関

係

▼
固
定
資
産
税
等
（
償
却

資
産
お
よ
び
家
屋
）
へ
の

わ
が
ま
ち
特
例
の
導
入
拡
大

わ
が
ま
ち
特
例
（
特
例
地
域

決
定
型
地
方
税
制
特
例
措
置
）

と
は
、
法
律
の
定
め
る
範
囲
内

で
、
地
方
公
共
団
体
が
固
定
資

産
税
等
に
係
る
課
税
標
準
の
特

例
割
合
を
条
例
で
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

青
梅
市
で
は
、
こ
の
特
例
割

合
を
定
め
ま
し
た
。（
表
１
）

▼
既
存
の
特
例
措
置
の

一
部
改
正

年
４
月
１
日
以
降
に
取
得

２８
し
た
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

溶
剤
お
よ
び
フ
ッ
素
系
溶
剤
を

使
用
す
る
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
機
に
係
る
活
性
炭
吸
着
回
収

装
置
に
つ
い
て
は
、
中
小
事
業

者
等
が
取
得
し
た
場
合
に
限

り
、
課
税
標
準
の
特
例
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

▼
中
小
企
業
特
例
の
新
設

中
小
企
業
等
が
新
規
取
得
し

た
経
営
力
向
上
に
資
す
る
機
械

お
よ
び
装
置
に
係
る
課
税
標
準

の
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。（
表
２
）

▼
耐
震
改
修
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
お
よ
び
省
エ
ネ
改
修
を

行
っ
た
住
宅
に
係
る
固
定

資
産
税
の
減
額
措
置
の
延
長
等

適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
、
３０

年
３
月

日
ま
で
に
改
修
工
事

３１

を
完
了
し
た
住
宅
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

減
額
措
置
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
広
報
お
う
め

年

月

２８

１１

１５

日
号
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い

こ
の
制
度
は
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ

Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
よ
る
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
推
進
の
趣
旨

か
ら
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

▼
医
療
費
控
除
の
特
例
（
ス
イ

ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
）
の
概
要

適
用
期
間

平
成

年
１
月
１

２９

日
～

年

月

日

３３

１２

３１

※

年
度
の
住
民
税
か
ら
申
告

３０す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
申
告
の
際
に
は
領
収
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

対
象
医
薬
品

対
象
医
薬
品
に

は
日
本
一
般
用
医
薬
品
連
合

会
が
定
め
る
「
セ
ル
フ
メ
デ

ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
控
除
」
の

識
別
マ
ー
ク
が
記
載
さ
れ
ま

す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
市
税
条
例
の
一
部

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
改
正
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

◆

個

人

市

民

税

関

係

▼
医
療
費
控
除
の
特
例
創
設

現
行
の
医
療
費
控
除
と
は

選
択
制
で
、
年
間
１
万
２
千

円
を
超
え
る
一
定
の
医
薬
品

を
購
入
し
た
場
合
の
医
療
費

控
除
（
所
得
控
除
）
の
特
例

が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合

は
現
行
の
医
療
費
控
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
新
築
住
宅
に
係
る
固
定

資
産
税
の
減
額
措
置
の
延
長

適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
、
３０

年
３
月

日
ま
で
に
新
築
さ
れ

３１

た
住
宅
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

減
額
措
置
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
固
定
資
産
税
を
算
定
す
る

た
め
の
家
屋
調
査
の
際
に
ご
説

明
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

資
産
税
課
家
屋

係
◆

軽

自

動

車

税

関

係

▼
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
延
長

年
度
税
制
改
正
で
実
施
さ

２７
れ
た
グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）

に
つ
い
て
、
特
例
措
置
が
１
年

間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、

年
４
月
～

２８

年
３
月
に
初
回
車
両
番
号
指

２９定
を
受
け
た
３
輪
以
上
の
一
定

の
環
境
性
能
を
有
す
る
軽
自
動

車
に
つ
い
て
、
燃
費
性
能
等
に

条件等
対象となる
取得期間

課税標準
特例割合

減額期間対象資産

販売開始から
１０年以内で、生
産性が旧モデル
比１％以上向上
し、取 得 価 額
１６０万円以上

平成２８年７月１日
～３１年３月３１日

２分の１３年度分

中小事業者等が経
営力向上計画に基
づき新規に取得し
た経営力向上設備
等のうち一定の機
械および装置

条件等
対象となる
取得時期

課税標準
特例割合

減額期間対象資産

経済産業省の認定
を受けた設備以外
で、再生可能エネ
ルギー事業者支援
事業費補助金を受
けて取得したもの

平成２８年４月１日
～３０年３月３１日

３分の２

３年度分

太陽光発電設備

経済産業省の認定
を受けた設備

風力発電設備

２分の１

水力発電設備

地熱発電設備

経済産業省の認定
を受け、出力が２
万ｋｗ未満の設備

バイオマス
発電設備

立地適正化計画に
記載された誘導建
築物の整備に関し
て取得した家屋お
よび償却資産

５分の４５年度分
認定誘導事業者
が整備した公共
施設等

応
じ
て

年
度
分
の
軽
自
動

２９

車
税
に
限
り
特
例
措
置
が
講

じ
ら
れ
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
庶

務
係

市市市市市市市市市市市市市市市市
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市
・
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ま
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⑤
株
式
譲
渡
所
得
等
の

分
離
課
税
制
度
の
改
組

特
定
公
社
債
等
に
係
る
利

子
所
得
お
よ
び
譲
渡
所
得
に

つ
い
て
、
上
場
株
式
等
の
配

当
所
得
お
よ
び
譲
渡
所
得
と

の
損
益
通
算
が
可
能
と
な
り
、

特
定
公
社
債
等
の
譲
渡
損
失

の
う
ち
、
そ
の
年
に
損
益
通

算
し
て
も
控
除
し
き
れ
な
い

金
額
は
、
翌
年
以
降
３
年
間

繰
越
控
除
が
で
き
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

な
お
、「
上
場
株
式
等
お
よ

び
特
定
公
社
債
等
」
と
「
非
上

場
株
式
等
お
よ
び
一
般
公
社

債
等
」
は
別
々
の
分
離
課
税
制

度
と
な
り
、
両
者
間
の
損
益
通

算
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
民
税
課

市
民
税
係

い
て
は
、
市
民
税
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③
金
融
所
得
課
税
の

一
体
化
に
よ
る
改
正

税
負
担
に
左
右
さ
れ
ず
に
金

融
商
品
を
選
択
で
き
る
よ
う
に

金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
を
拡

充
し
、
公
社
債
等
の
利
子
お
よ

び
譲
渡
損
益
な
ら
び
に
上
場
株

式
等
に
係
る
所
得
等
の
損
益
通

算
を
可
能
と
し
ま
す
。

④
公
社
債
等
に
対
す
る

課
税
方
式
の
変
更

年
１
月
１
日
以
降
に
納
税
義

２８
務
者
が
支
払
い
を
受
け
る
べ
き
公

社
債
等
に
係
る
利
子
所
得
お
よ
び

譲
渡
所
得
等
の
課
税
方
式
に
つ
い

て
、
国
債
や
地
方
債
な
ど
の
「
特

定
公
社
債
等
」と
そ
れ
以
外
の「
一

般
公
社
債
等
」
に
区
分
し
、
課
税

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

②
日
本
国
外
に
居
住
す
る

親
族
に
係
る
扶
養
親
族
等
の

書

類

の

添

付

義

務

化

日
本
国
外
に
居
住
す
る
親
族

に
係
る
扶
養
控
除
等
の
適
正
化

の
観
点
か
ら
、
所
得
税
の
確
定

申
告
や
個
人
市
・
都
民
税
の
申

告
な
ど
で
、
国
外
居
住
親
族
に

係
る
扶
養
控
除
・
配
偶
者
控
除
・

配
偶
者
特
別
控
除
・
障
害
者
控

除
（

歳
未
満
の
扶
養
親
族
含

１６

む
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、

「
親
族
関
係
書
類
」
お
よ
び
「
送

金
関
係
書
類
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の

申
告
書
に
添
付
ま
た
は
申
告
の

際
に
、
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

「
親
族
関
係
書
類
」
お
よ
び

「
送
金
関
係
書
類
」
の
詳
細
に
つ

①
給
与
所
得
控
除
の
改
正

給
与
所
得
控
除
の
上
限
額

が
、
左
表
の
と
お
り
引
き
下

げ
ら
れ
ま
す
。

３０年度
（２９年分）

２９年度
（２８年分）

現行適用時期

１,０００万１,２００万１,５００万
上限額が適用
される
給与収入額

２２０万２３０万２４５万
給与所得控除
の上限額

が
必
要
で
す
。

◆
お
む
つ
使
用
確
認
書
の
交
付

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の

対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、
確
定
申
告
の
際
に
、
医

師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

市
で
は
、
次
の
対
象
と
な
る

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
た
方

に
、
お
む
つ
使
用
証
明
書
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
利
用
で
き
る

「
お
む
つ
使
用
確
認
書
」
を
交
付

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
要
件

①
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
方

②
お
む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目

以
降
で
あ
る
方

③
平
成

年
に
作
成
さ
れ
た
主

２８

治
医
意
見
書
ま
た
は
現
に
受

者
で
す
。
所
定
の
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
押
印

し
て
高
齢
介
護
課
（
市
役
所

１
階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
内
容
の
確
認
と
調

査
を
行
い
認
定
書
を
発
行
し

ま
す
の
で
、
発
行
ま
で
に
１

週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

▼
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申

請
書

▼
印
鑑
（
申
請
者
と
対
象
者
が

異
な
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の

印
鑑
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。）

▼
介
護
保
険
被
保
険
者
証

市
内
の
老
人
施
設
等
に
入
所

し
て
い
る
方
で
、
介
護
保
険
の

保
険
者
が
青
梅
市
以
外
の
市
区

町
村
の
場
合
は
、
基
準
日
現
在

の
要
介
護
区
分
の
分
か
る
も
の

お
よ
び
主
治
医
意
見
書
の
写
し

②
特
別
障
害
者
控
除
…
要
介
護

１
～
５
に
認
定
さ
れ
、
障
害

高
齢
者
日
常
生
活
自
立
度
が

Ｂ
以
上
ま
た
は
認
知
症
高
齢

者
日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅲ
以

上
の
方

③
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

い
方
で
、
医
師
の
診
断
書
等

に
よ
り
上
記
の
基
準
に
該
当

す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
方

※
診
断
書
の
作
成
に
は
各
医
療

機
関
が
定
め
る
費
用
が
別
途

か
か
り
ま
す
。

認
定
基
準
日

申
告
の
対
象
と

な
る
年
の

月

日
（
年
の

１２

３１

途
中
で
亡
く
な
っ
た
場
合

は
、
亡
く
な
っ
た
日
）

申
請
方
法

申
請
で
き
る
方

は
、
本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養

◆
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
発
行

市
で
は
、
市
内
に
住
所
が

あ
り
身
体
障
害
者
手
帳
等
を

お
持
ち
で
な
い

歳
以
上
の

６５

方
で
、
次
の
認
定
基
準
に
該

当
す
る
方
に
は
、
所
得
税
や

市
・
都
民
税
の
申
告
の
際
に

障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
を
発
行
し
て
い
ま

す
。

認
定
基
準

①
障
害
者
控
除
…
要
介
護
１

～
５
に
認
定
さ
れ
、
障
害

高
齢
者
日
常
生
活
自
立
度

が
Ａ
ま
た
は
認
知
症
高
齢

者
日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅱ

の
方

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控
除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除
対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対
象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認
定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
のののののののののののののののののののの
発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
とととととととととととととととととととと

の
発
行
と

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ
つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ
使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使
用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確
認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認
書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
のののののののののののののののののののの
交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交

お
む
つ
使
用
確
認
書
の
交
付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付

け
て
い
る
要
介
護
認
定
の

有
効
期
間
が

か
月
以
上

１３

で
あ
り
、

年
中
に
主
治

２８

医
意
見
書
が
発
行
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は

年
に
作

２７

成
さ
れ
た
主
治
医
意
見
書

の
記
載
内
容
が
次
の
要
件

を
い
ず
れ
も
満
た
す
方

▼
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活

自
立
度
（
寝
た
き
り
度
）

が
Ｂ
、
Ｃ
ラ
ン
ク
で
あ
る

▼
尿
失
禁
の
発
生
可
能
性
の

記
載
が
「
あ
り
」
で
あ
る

申
請
方
法

来
庁
す
る
方
の

身
分
を
証
明
で
き
る
も
の

と
本
人
の
介
護
保
険
被
保

険
者
証
を
お
持
ち
の
う

え
、
高
齢
介
護
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

高
齢
介
護
課

対
象
者

健
康
の
維
持
増
進

お
よ
び
疾
病
の
予
防
へ
の

取
り
組
み
と
し
て
一
定
の

取
り
組
み
（
医
師
の
関
与

が
あ
る
次
の
検
診
等
…
特

定
健
康
診
査
、
予
防
接

種
、
定
期
健
康
診
断
、
健

康
診
査
、
が
ん
検
診
）
を

行
う
方

※
当
該
取
り
組
み
を
行
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
を
添
付
ま
た
は
提
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
必

要
書
類
は
厚
生
労
働
省
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

そ
の
他

医
療
費
控
除
の
特

例
、
対
象
医
薬
品
等
の
詳

細
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
市

給与所得控除の上限額

表１

表２


